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情報掲示板

右
京
区
自
主
防
災
会
連
絡
協
議
会
発
足
！

　

『
自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た

ち
で
守
る
』
を
合
言
葉
に
、
学
区

や
地
域
を
単
位
に
地
域
住
民
の
皆

様
が
火
災
や
大
地
震
な
ど
の
災
害

に
備
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
防
火
防
災

に
関
す
る
取
り
組
み
を
行
う
自
主

防
災
会
が
右
京
区
内
に
は
27
組
織

あ
り
ま
す
。
地
域
防
災
力
の
向
上

に
向
け
、
自
主
防
災
会
ご
と
に
地

域
事
情
に
応
じ
た
活
動
が
展
開
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
は
相
互
に
交
流
す
る
機
会
が
少

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
主
防
災
会

の
活
動
に
つ
い
て
情
報
交
換
す
る

場
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
自
主
防
災
会
相
互
の

交
流
を
図
り
、
連
携
し
て
防
火
防

災
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
を
目
的

に
組
織
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
、

自
主
防
災
会
長
の
皆
様
の
中
か
ら

提
案
さ
れ
、
11
月
25
日
、「
右
京

区
自
主
防
災
会
連
絡
協
議
会
」
が

発
足
し
ま
し
た
。
協
議
会
の
初
代

会
長
に
は
嵯
峨
野
学
区
の
三
波
要

会
長
が
就
任
さ
れ
、
北
部
の
山
間

地
域
か
ら
南
部
の
市
街
地
域
ま

で
、
各
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た

防
火
防
災
活
動
を
さ
ら
に
活
性
化

さ
せ
る
た
め
に
、
力
を
合
わ
せ
て

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
確
認
し

ま
し
た
。
ど
う
か
み
な
さ
ま
の
御

支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
問
合
せ　

右
京
消
防
署　

☎
871
・
０
１
１
９

　

京
都
市
で
は
市
内
に
お
住
ま
い

で
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

を
対
象
に
、
福
祉
医
療
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

適
用
を
受
け
る
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
申
請
が
必
要
で
す
。

　

申
請
に
は
、
健
康
保
険
証
・
印

鑑
な
ど
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は

左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ　

子
ど
も
医
療

市
地
域
福
祉
課
・
児
童
家
庭
課
合

同
分
室　

☎
251
・
１
１
２
３

そ
の
他
の
医
療　

福
祉
介
護
課　

☎
861
・
１
４
１
１

京
北
出
張
所　

福
祉
担
当　

☎
852
・
１
８
１
５

ご
存
知
で
す
か
？

京
都
市
の
福
祉

医
療

異動の季節です。 証明書の窓口はこちらです手続きをお忘れなく。　右京区役所　☎861-1101

①、②、③について、３月24日（日）、31日（日）、４月７日（日）は日曜日にも区役所で手続きができます。詳しくは１面をご覧ください。

お問合せ　市民窓口課　☎861-1372
市民税課　☎861-1529

種類 持ち物 届け出先 問合せ先
①転居届 区内で異動

本人確認書類
＊市外から転入された方は、前住所地の
転出証明書

新しい住所に住まわれてから 14 日以内に新住
所地の市民窓口課、出張所へ 市民窓口課

☎ 861-1372
②転入届 市外・市内他区

から異動

③転出届 市外へ転出 転出の日までに市民窓口課、出張所へ

④国民健
康保険

住所地の変更、
国保への加入・
脱退

印鑑、本人確認書類、新しい保険証、国
保証、その他
（詳しくはお問い合わせください）

異動のあった日から 14 日以内に保険年金課
（京北地域にお住まいの方は、京北出張所福祉
担当）へ

保険年金課
☎ 861-2032

⑤国民年
金（第1号
被保険者）

市外から異動
年金手帳 保険年金課

☎ 861-2064
市外へ異動 新住所地の保険年金課へ

＊市内の異動は、届け出不要

⑥国民年金
（受給者）

住所地の変更 原則不要ですが、日本年金機構において、住民票コードが収録されていない方などは住
所変更の届け出が必要です。詳しくは、新住所地の年金事務所にお問い合わせください。

日本年金機構
京都西年金事務所
☎ 315-1829

⑦原動機
付自転車

市外から異動・
譲受・購入

本人確認書類、印鑑、廃車届受理証明書
または譲渡証明書、販売証明書

市民税課、京北出張所庶務担当または市納税
推進課軽自動車税担当へ

市民税課
☎ 861-1529
市納税推進課　
軽自動車税担当
☎ 213-5467

市外へ異動・譲
渡・廃車

本人確認書類、印鑑、ナンバープレート

⑧介護保
険

市内で異動

印鑑、本人確認書類、介護保険被保険者証、
各種減額証（お持ちの方）

14 日以内に新住所地の福祉介護課（京北出張
所管内は京北出張所福祉担当）へ

福祉介護課
☎ 861-1416
京北出張所
福祉担当
☎ 852-1815

市外から異動

市外へ異動 転出の日までに福祉介護課（京北出張所管内に
お住まいの方は京北出張所福祉担当）へ

＊本人確認書類：運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポートなど（代理人が申請する場合は、各担当にお問い合わせください）
■印鑑登録されている方は、市外転出により、登録が自動的に抹消されます。新住所地で登録してください。（市内での異動には、届出は不要）
■外国籍の方の住所変更は外国人登録証を持って、14 日以内に新住所地の市民窓口課へ。（京北出張所以外の出張所では、手続きできません）
■後期高齢者医療、重度障害老人健康管理費については、保険年金課、京北出張所福祉担当へ。
■児童手当、子ども医療などの福祉医療、敬老乗車証については、福祉介護課、京北出張所福祉担当へ。児童手当・子ども医療については
京都市地域福祉課児童家庭課合同分室でも受け付けています。
■小・中学校の転入については、転校前の学校へ印鑑を持って転学届を提出し、そのとき受け取った在学証明書と区役所・出張所で発行す
る転入学通知書などを保護者の方が指定小・中学校へ持参してください。　
■３歳３カ月以下の子どものおられる方は、乳幼児健診の手続きのため、健康づくり推進課へ。
■飼い犬登録変更は、新住所地の保健センター衛生課へ。

■大型ごみについて　家庭ごみとして収集できない大型ごみは有料で収集します。
受付☎ 0120-100-530（携帯電話からは、☎ 0570-000-247）毎日午前 9時～午後 5時
＊エアコン、テレビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は、販売店、メーカーなどへ引取りを依頼してください。
＊パソコンの引取りは、各メーカーの受付窓口またはパソコン３R推進協会（☎ 03-5282-7685）へお問い合わせください。

出張所管轄区域
嵯峨出張所 　嵯峨○○町、
☎ 861-0006 北嵯峨○○町

高雄出張所　梅ケ畑○○町
☎ 861-0153

宕陰出張所
☎ 0771-44-0314

嵯峨越畑○○町
嵯峨樒原○○町

京北出張所　京北○○町
☎ 852-0300 ㈹

証明書の種類 ご用意いただくもの 窓口

戸籍謄本・抄本、

除籍謄本・抄本、

戸籍附票の写し

窓口に来られる

方の本人確認書

類（第三者（直系

親族以外）が請求

される場合は委

任状）

本籍地の市民窓

口課・出張所

受理証明

（戸籍届出が受

理されたことを

証明するもの）

窓口に来られる

方の本人確認書

類（届出人以外の

方が請求される

場合は委任状）

本籍地の市民窓

口課・出張所

届出を出された

市区町村の窓口

住民票の写し、

住民票記載事項

証明書

窓口に来られる

方の本人確認書

類（同一世帯員以

外が請求される

場合は委任状）

市内すべての区

役所・支所の市

民窓口課、出張

所、証明書発行

コーナー

＊印鑑登録証明

書は、オンライ

ン化されていな

い出張所（高雄・

宕陰出張所な

ど）では他管轄

分は発行できま

せん。

印鑑登録証明書 印鑑登録証

所得証明、課税

証明、評価証明、

納税証明（市・

府民税、法人市

民税、固定資産

税など）

本人確認書類

（法人の場合は、

請求に来られる

方の本人確認書

類と代表者印、

第三者が請求さ

れる場合は、委

任状）、機械端末

で発行できない

納税証明書は市

民税課で取り扱

い、領収書が必

要となります。

納税証明（軽自

動車税）

市内すべての区

役所・支所市民

税課（課税課）

または市納税推

進課

☎ 213-5467

住宅用家屋証明
印鑑、その他必

要書類

資産所在地の区

役所・支所市民

税課（課税課）

＊本人確認書類：運転免許証、年金手帳、パスポートなど

戸
籍
な
ど

住
民
票
な
ど

市
税
関
係
証
明

京
都
マ
ラ
ソ
ン
当
日
は
、
ノ
ー
マ

イ
カ
ー
デ
ー
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ　

京
都
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員

会
事
務
局　

☎
３
６
６
・０
３
１
４

京
都
マ
ラ
ソ
ン
今
年
度
も
開
催
！

３
月
10
日（
日
）

　

住
民
、
民
間
、
行
政
に
よ
る
横

断
的
な
福
祉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

「
右
京
区
地
域
福
祉
推
進
委
員
会

（
ア
ク
テ
ィ
ブ
ネ
ッ
ト
）」
が
誕
生

し
て
か
ら
今
年
で
９
年
目
を
迎
え

ま
す
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
ネ
ッ
ト
に
は
、
高

齢
・
障
害
・
児
童
の
専
門
機
関
や

施
設
、
民
生
委
員
や
社
協
の
他
、

警
察
や
消
防
、
福
祉
事
務
所
、
保

健
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
行
政
機
関
も

参
画
し
、
区
内
の
福
祉
課
題
の
発

掘
と
対
応
策
に
つ
い
て
意
見
を
交

わ
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
課
題
や
ま
ち
づ

く
り
の
成
果
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

発
信
し
、
誰
も
が
ま
ち
づ
く
り
に

参
加
で
き
る
の
が
こ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
特
徴
で
す
。

　

そ
の
中
で
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
ネ
ッ

ト
の
代
表
的
な
取
り
組
み
の
一
つ

に
、
多
く
の
方
に
ご
利
用
い
た
だ

い
て
い
る
右
京
区
内
の
福
祉
情
報

が
集
ま
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
ウ
ェ

ル
Ｂ
Ｏ
Ｘ
右
京
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
見
守

り
を
兼
ね
て
配
達
し
て
く
れ
る
お

弁
当
屋
さ
ん
、
家
ま
で
訪
問
し
て

カ
ッ
ト
し
て
く
れ
る
美
容
院
な

ど
、
在
宅
で
の
生
活
を
手
助
け
す

る
「
ま
ち
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
情

報
」、
イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
情
報
が
発

信
で
き
る
「
福
祉
で
ん
ご
ん
板
」、

車
イ
ス
や
ベ
ビ
ー
カ
―
で
も
、
お

出
か
け
に
便
利
な
「
バ
リ
ア
フ

リ
ー
マ
ッ
プ
」
な
ど
「
ウ
ェ
ル
Ｂ

Ｏ
Ｘ
右
京
」
の
中
に
あ
る
福
祉
情

報
は
皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
も
の

が
中
心
の
区
民
参
加
型
サ
イ
ト
で

す
。
あ
な
た
の
町
の
素
敵
な
活
動

や
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
発
信

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

ウ
ェ
ル
Ｂ
Ｏ
Ｘ
右
京
：w

w
w.
u
k
y

o
u
k
u-s
y
a
k
y
o.
n
e
t

お
問
合
せ　

京
都
市
右
京
区
社
会

福
祉
協
議
会　

☎
865
・
８
５
６
７

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
社し

ゃ

協き
ょ
う

ご
存
知
で
す
か
？

右
京
の
取
れ
た
て
福
祉
情
報
が
満

載
「
ウ
ェ
ル
B
O
X
右
京
」

右
京
ま
ち
づ
く
り
大
学
リ
レ
ー
講
座
の
お
知
ら
せ

税
■所得税の確定申告および市・府民税の申告
について
　給与支払者や公的年金支払者へ届け出をさ
れている以外に、社会保険料や生命保険料な
どの所得控除がある方、多額の医療費をお支
払いされた方および住宅ローン控除を受けら
れる方などは、確定申告をすることで源泉徴
収された所得税が還付される場合があります。
確定申告の必要がない方でも、市・府民税の
申告により、市・府民税の税額が下がること
があります。該当される方は期間内の申告を
お願いします。
　なお、住宅ローン控除の申告を確定申告で
される方は、申告期間内に提出されない場合
は、市・府民税の住宅ローン控除が適用でき
ないことがありますのでご注意ください。所
得税から控除しきれない場合のみ、残額が翌
年度の市・府民税から差し引かれます（一定の
要件、上限額あり）。
【申告期間：２月18日（月）～３月15日（金）
（土・日を除く）】
■お知らせ
○認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別税額
控除の特例の新設
　高い省エネ性能を有する住宅の普及を促進
するため、住宅ローンを利用して認定低炭素
住宅を新築または購入し居住の用に供した場
合、認定長期優良住宅と同様の住宅ローン控
除が適用されることになりました。
○平成26年1月から白色申告の記帳・帳簿等の
保存制度の対象者が拡大されます
＜変更後＞
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべ
き業務を行う全ての方について必要になります。
詳しくは各税務署へお問い合わせください。
○“確定申告書等作成コーナー”をご利用ください。
詳しくは、国税庁ホームページ(www.nta.go.
jp)をご覧ください。

お問合せ　右京税務署　☎311-6366
市民税課　☎861-1524

■２月28日は、固定資産税・都市計画税第４期
分の納期限です
　納期限を過ぎると、延滞金がかかります。
　ただし、算出された延滞金額が1,000円未満
の場合はかかりません。市税の納付には、便利
で確実な口座振替をご利用ください。
お問合せ　
課税内容 （土地家屋） 固定資産税課 ☎861-1946

 ☎861-1976
 （償却資産） 市資産税課 ☎213-5214
納付相談 （土地家屋） 納　税　課 ☎861-1849
 （償却資産） 市納税推進課 ☎213-5468
口座振替  市納税推進課 ☎213-5466

福祉・健康
■乳がん検診のご案内
日程　４月上旬～５月下旬（後日、京都予防医
学センターから申込者にお知らせします。）
場所　右京保健センター（サンサ右京２階）
料金　1,300円（免除制度あり）
対象　市内に住む30歳以上の女性で受診する年
の誕生日時点で偶数の年齢になる方。ただし、
奇数の年齢の方でも前年に受診していない場合
は対象となります。
内容　医師による視触診とエコー（30歳代）、ま
たはマンモグラフィー（40歳以上）
申込方法　「乳がん検診申込書」（保健センター
ニュース添付・保健センター窓口で配布）でお
申し込みください。
＊３月22日（金）必着
お問合せ　京都予防医学センター乳がん検診係
☎811-9135、健康づくり推進課 ☎861-2177
■献血にご協力ください
２月22日（金）　京都ファミリー　
３月５日（火）　御室小学校
３月８日（金）　嵐山小学校
いずれも午前10時～12時、午後１時～３時（京
都ファミリーのみ午後３時半まで）
お問合せ　健康づくり推進課  ☎861-2176

文　化
■右京中央図書館
平　日　10時～20時30分（火曜日休館）
土日祝　10時～17時
特集コーナー
２月「マンガ・漫画・まんが」「京都観光案内今昔」
３月「春はすぐそこ」「京都観光案内今昔」
お問合せ　右京中央図書館　☎871-5336

■移動図書館　こじか号
２月18日　11:00～11:40　西京極小学校
　　　　　13:00～13:40　葛野小学校
　　23日　10:30～12:00　京北合同庁舎前
３月４日　11:00～11:40　西京極小学校
　　　　　13:00～13:40　葛野小学校
　　６日　13:10～13:40　嵯峨小学校
　　７日　13:00～13:50　高雄小学校
　　８日　10:10～10:40　宕陰小・中学校
　　　　　10:50～11:20　愛宕ゆうこうの郷
お問合せ　移動図書館　☎801-4196

その他
■京都市農業委員会委員選挙人名簿の縦覧
　１月１日現在で調製した京都市農業委員会委
員（第２区選挙区および第４区選挙区）の選挙人
名簿を次のとおり縦覧に供します。
期間　２月23日（土）～３月９日（土）
時間　午前８時30分～午後５時
場所
選挙区 お住まいの地域 縦覧場所
第２区
選挙区 京北地域以外

西京区選挙管理委員会
（西京区役所内）

第４区
選挙区 京北地域

右京区役所京北出張所
（＊）

＊ただし、２月23日（土）、２月24日（日）、３月
２日（土）、３月３日（日）および３月９日（土）に
ついては、第４区選挙区（京北地域）にお住まい
の方の縦覧場所が右京区選挙管理委員会（右京
区役所内）になります。
お問合せ　市選挙管理委員会☎241-9250

第
26
回「
右
京
区
民
美
術
展
」お
よ
び

「
右
京
区
内
高
等
学
校
絵
画
展
」開
催
入場
無料

　

区
民
の
皆
様
の
文
化
、
芸
術
活

動
を
支
援
し
、
地
域
文
化
の
発
展

を
目
指
す
こ
と
を
目
的
に
開
催
し

ま
す
。

　

第
26
回
を
迎
え
る
今
回
も
、
絵

画
、
書
、
写
真
、
陶
芸
、
工
芸
、

彫
刻
な
ど
皆
様
か
ら
ご
応
募
い
た

だ
い
た
作
品
を
展
示
し
ま
す
。
ま

た
、
故
加
藤
美
代
三
氏
の
特
別
作

品
展
示
も
行
い
ま
す
。
皆
様
の
ご

来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時　

２
月
22
日
（
金
）
〜
25
日

■
保
険
料
の
納
付
に
は
、
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く

と
、
毎
月
保
険
料
を
納
め
に
行
く

手
間
が
省
け
、
と
て
も
便
利
で
す
。

〇
申
込
に
必
要
な
も
の　

国
保
記

号
番
号（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

は
被
保
険
者
番
号
と
徴
収
番
号
）

が
分
か
る
も
の
（
納
入
通
知
書
、

領
収
書
な
ど
）、
預
・
貯
金
通
帳
、

口
座
の
届
出
印

〇
申
込
場
所　

取
引
の
あ
る
金
融

機
関
、
郵
便
局
ま
た
は
保
険
年
金

課
窓
口

＊
本
人
名
義
以
外
の
口
座
か
ら
も

引
き
落
と
せ
ま
す
。

＊
口
座
振
替
で
引
き
落
と
し
さ
れ

る
の
は
、
普
通
徴
収
の
保
険
料
の

み
で
す
。
特
別
徴
収（
年
金
か
ら

の
引
き
落
と
し
）
に
よ
る
納
付
の

方
で
、
口
座
振
替
へ
の
変
更
を
希

望
す
る
場
合
は
、
保
険
年
金
課
へ

口
座
振
替
の
申
し
込
み
と
併
せ
て

納
付
方
法
の
変
更
を
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

（
月
）
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
ま
で

（
た
だ
し
、
22
日
は
午
後
１
時
か

ら
、
25
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

会
場　

サ
ン
サ
右
京
５
階
会
議
室

主
催　

右
京
区
民
ふ
れ
あ
い
事
業

実
行
委
員
会
、
右
京
区
役
所

主
管　

右
京
区
民
文
化
普
及
会

協
賛　

右
京
区
ま
ち
づ
く
り
区
民

会
議

お
問
合
せ　

地
域
力
推
進
室　

ま

ち
づ
く
り
推
進
担
当　

☎
861
・

１
２
６
４

■
国
民
健
康
保
険
の
口
座
振
替
に

つ
い
て
は
・
・
・

　

対
象
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
口
座
の
届
出

印
が
な
く
て
も
、
簡
単
に
口
座
振

替
の
申
込
手
続
が
で
き
る
ペ
イ

ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
が

利
用
で
き
ま
す
。
保
険
年
金
課
窓

口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
対
象
金
融
機
関　

京
都
銀
行
、

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
京
都
信
用
金

庫
、
京
都
中
央
信
用
金
庫
、
滋
賀

銀
行

＊
そ
の
他
の
金
融
機
関
は
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
、
金
融
機
関
の
窓
口

で
の
申
込
手
続
が
必
要
で
す
。

○
申
込
に
必
要
な
も
の　

キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
、
国
保
記
号
番
号
が

分
か
る
も
の（
納
入
通
知
書
、
領

収
書
な
ど
）

○
申
込
・
お
問
合
せ　
保
険
年
金
課

資
格
担
当　

☎
861
・
２
０
３
２

■
国
民
年
金
　
こ
ん
な
と
き
に
は

届
け
出
を

　

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
方
は
、
国
民
年
金
の
第

1

号
被
保
険
者
と
し
て
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん（
第
２
号
ま
た

は
第
３
号
被
保
険
者
は
除
く
）。

　

第
１
号
被
保
険
者
に
該
当
の
方

で
加
入
の
届
け
出
が
ま
だ
の
方

は
、
至
急
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
に
は
、

保
険
料
納
付
済
期
間
や
免
除
期
間

な
ど
が
通
算
25
年
以
上
必
要
で

す
。
ま
た
、
加
入
を
届
け
出
な
か
っ

た
り
、
保
険
料
が
未
納
の
ま
ま
の

場
合
、
万
一
の
と
き
の
障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
給
で

き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
で
は
、
退
職
な
ど
人

生
の
節
目
に
必
要
な
届
け
出
を
忘

れ
る
と
、
年
金
の
請
求
手
続
き
に

時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
届
け
出
は
必
ず
行
い
ま
し
ょ

う
。

　

な
お
、
日
本
に
住
む
60
歳
以
上

65
歳
未
満
の
方
、
海
外
に
住
む
20

歳
以
上
65
歳
未
満
の
日
本
人
の
方

は
、
希
望
す
れ
ば
国
民
年
金
に
加

入
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
に
該

当
す
る
と
き

○
20
歳
に
な
っ
た
と
き

○
会
社
な
ど
を
退
職
し
、
厚
生
年

金
保
険
ま
た
は
共
済
組
合
な
ど
の

資
格
を
喪
失
し
た
と
き

○
第
３
号
被
保
険
者
が
厚
生
年
金

保
険
ま
た
は
共
済
組
合
な
ど
の
加

入
者
の
扶
養
か
ら
外
れ
た
と
き

＊
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当
す
る

と
き
は
、
配
偶
者
の
勤
務
先
か
ら

年
金
事
務
所
へ
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

お
問
合
せ　

保
険
年
金
課　

保
険

給
付
・
年
金
担
当　

☎
861
・
２
０

６
４

■
道
具
が
語
る
人
の
思
い　

嵯
峨

大
念
仏
狂
言
の
面
と
装
束

★
要
申
込

日
時　

３
月
23
日（
土
）

午
後
２
時
20
分
〜
３
時
50
分

内
容　
「
嵯
峨
大
念
仏
狂
言
」
に
込

め
ら
れ
た
人
々
の
思
い
を
道
具
に
記

さ
れ
た
銘
な
ど
か
ら
た
ど
り
ま
す
。

◆
京
都
嵯
峨
芸
術
大
学

講
師　

芳
野
明
氏

場
所　

京
都
嵯
峨
芸
術
大
学
有
響
館

お
申
込
み　

文
化
事
業
部

☎
864
・
７
８
９
８

芳野明 氏

　

親
子
で
春
休
み
に
お
や
つ
作
り

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　

３
月
26
日（
火
）
午
後
1
時

30
分
〜
３
時
30
分（
受
付
午
後
1

時
15
分
〜
、
57
番
窓
口
）

場
所　

右
京
保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　

親
子
で
お
や
つ
作
り
と
試

食対
象　

右
京
区
在
住
の
年
長
児

（
５
〜
６
歳
児
）と
そ
の
保
護
者

定
員　

12
組（
先
着
順
）

費
用　

１
組
500
円

持
ち
物　

手
ふ
き
タ
オ
ル
、
三
角

巾（
バ
ン
ダ
ナ
な
ど
）、
エ
プ
ロ

ン
、
子
ど
も
用
上
靴

お
申
込　

３
月
13
日（
水
）午
前
８

時
30
分
〜（
電
話
ま
た
は
直
接
窓

口
へ
）健
康
づ
く
り
推
進
課　

成

人
保
健
・
医
療
担
当

☎
861
・
２
１
７
７

制度名 対象となる方 制度の説明（一部負担金など）

子ども医療 小学校６年生までの児童
＊所得制限なし

＜通院＞
３歳未満　１カ月１医療機関　200円
３歳以上小学校卒業まで
１カ月３千円を超える分を払い戻します。
＜入院＞
１カ月１医療機関　200円

母子家庭等
医療

・母子家庭の母親と児童
・両親のいない児童　など

健康保険の自己負担金を助成します。
所得制限あり。
申請日からの適用となります。

重度心身
障害者医療

・１級または２級の身体障害者手帳を
持っている方
・知能指数（IQ）が 35以下の方
・３級の身体障害者手帳をお持ちで
IQが 50以下の方
・３歳未満で上記と同程度の障害の方

健康保険の自己負担金を助成します。
所得制限あり。
申請した月の初日からの適用となります。

老人医療
　

65歳以上 70歳未満で
・所得税の課税されていない世帯
・寝たきり・一人暮らし・老人のみの
世帯　など

70歳以上の方の自己負担金と同じ割合ま
で軽減します（１割または３割負担となり
ます）。
所得制限あり。
申請した月の初日からの適用となります。

福祉介護課担当係長
入江敦子

国
民
健
康
保
険 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら
お
知
ら
せ

不明な点は
お問合せく
ださい。

ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
食
セ
ミ
ナ
ー

す
く
す
く
キ
ッ
ズ
ク
ッ
キ
ン
グ

市民しんぶんへの広告を募集中（１～４面下欄）。【問合せ】 販売代理店＝（株）ホープ（☎ 092-716-1404）視覚に障害のある方を対象に点字版・文字拡大版・テープ版・CD（デイジー）版も発行。 【問合せ】  広報担当 （☎ 222-3094 FAX 213-0286）


